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）
要
旨

本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
を
実
施
す
る
た
め
、
住
宅
金
融
公
庫
を

解
散
し
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
を
設
立
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項

を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法(

以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。)

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
独
立
行
政

法
人
の
名
称
は
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構(

以
下
「
機
構
」
と
い
う
。)

と
す
る
。

二
、
機
構
は
、
一
般
の
金
融
機
関
に
よ
る
住
宅
の
建
設
等
に
必
要
な
資
金
の
融
通
を
支
援
す
る
た
め
の
貸
付
債
権
の
譲
受
け
等

の
業
務
を
行
う
と
と
も
に
、
国
民
の
住
生
活
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
良
質
な
住
宅
の
建
設
等
に
必
要
な
資
金

の
調
達
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
の
業
務
を
行
う
ほ
か
、
一
般
の
金
融
機
関
に
よ
る
融
通
を
補
完
す
る
た
め

の
災
害
復
興
建
築
物
の
建
設
等
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
住
宅
の
建
設
等
に
必
要
な
資
金
の

円
滑
か
つ
効
率
的
な
融
通
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定
と
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
、
機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
長
及
び
監
事
三
人
を
置
く
と
と
も
に
、
副
理
事
長
一
人
及
び
理
事
六
人
以
内
を
置
く
こ
と
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が
で
き
る
。
ま
た
、
理
事
長
及
び
副
理
事
長
の
任
期
は
四
年
と
し
、
理
事
及
び
監
事
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。

四
、
機
構
は
、
二
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
住
宅
建
設
資
金
等
の
貸
付
け
に
係
る
金
融
機
関
の
貸
付
債
権
の
譲
受
け
、
当
該

貸
付
債
権
を
担
保
と
す
る
債
券
に
係
る
債
務
の
保
証
、
住
宅
融
資
保
険
法
に
よ
る
保
険
、
資
金
の
調
達
又
は
良
質
な
住
宅
の

設
計
等
に
関
す
る
情
報
提
供
、
災
害
復
興
関
連
等
一
般
の
金
融
機
関
で
は
対
応
が
困
難
な
分
野
の
資
金
の
貸
付
け
等
の
業
務

を
行
う
ほ
か
、
住
宅
金
融
公
庫
（
以
下
「
公
庫
」
と
い
う

）
の
既
往
債
権
の
管
理
及
び
回
収
等
の
業
務
を
行
う
。

。

五
、
機
構
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
大
臣
、
主
務
省
及
び
主
務
省
令
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
土
交
通
大
臣
及
び
財
務
大
臣
、
国

土
交
通
省
及
び
財
務
省
並
び
に
国
土
交
通
省
令
・
財
務
省
令
と
す
る
。

六
、
資
本
金
、
業
務
の
実
施
、
区
分
経
理
、
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
、
長
期
借
入
金
及
び
住
宅
金
融
支
援
機
構
債
券
、

金
利
変
動
準
備
基
金
等
に
関
し
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

七
、
所
要
の
罰
則
規
定
を
設
け
る
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

九
、
機
構
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
成
立
す
る
。
ま
た
、
公
庫
は
、
機
構
の
成
立
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、

国
が
承
継
す
る
資
産
を
除
き
、
そ
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
は
機
構
が
承
継
す
る
。
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十
、
政
府
は
、
機
構
の
設
立
及
び
公
庫
の
解
散
に
際
し
、
国
民
に
よ
る
そ
の
負
担
能
力
に
応
じ
た
住
宅
の
建
設
等
に
必
要
な
長

期
資
金
の
調
達
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
必
要
な
施
策
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。


